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　 　 　 令 和 ７ 年 第 ９ 回 農 業 委 員 会 定 例 総 会 議 事 録  

  

 開催年月日  令 和 ７ 年 ９ 月 ２ 日 （ 火 ）  

  

 場　 　 　 所  大 潟 村 役 場 二 階 『 特 別 会 議 室 』  

  

 時　 　 　 間  午 後 １ 時 ３ ０ 分 ～ １ 時 ５ ５ 分  

  

 出 席 委 員  大 　 島 　 和 　 夫 　  会 　  長   小   林   信   之    職 務 代 理 者   

  北   村   雅   幸    委    員   渡 　 邊 　 　 磨 　  委  　 員   

     高   木   茂   之 　  委  　 員  工   藤     猛   　  委    員

     遠   藤     暁   　  委    員  猪   股     誠      委    員

     田   中   誠   悦    委    員  佐   藤   友   能    委    員

  土   井   博   文    委    員  椎   川   健   一    委    員

  

 欠 席 委 員 松   橋   良   子    委    員   

  

 出 席 し た  澤 　 井 　 公 　 子 　  局  　 長   小 　 林 　 　 豊 　 　  課長補佐   

 事務局職員 武 　 田 　 聖 　 子    事務補助   

  

 議 事 日 程  １ .　 開 　 　 　 会   

  ２ .　 会 長 あ い さ つ   

  ３ .　 議 事 録 署 名 委 員 の 指 名 に つ い て   

  ４ .　 議 　 　 　 事   

      【 議 案 第 ４ ４ 号 】

   　 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 農 地 の 所 有 権 移 転 許 可 申 請 に 対 し

    、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て

      【 議 案 第 ４ ５ 号 】

   　 農 地 法 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 農 地 の 使 用 貸 借 権 設 定 並 び に 転 用

    許 可 申 請 に 対 し 、 県 知 事 へ 進 達 の た め 意 見 を 求 め る 件 に つ い て

      【 議 案 第 ４ ６ 号 】

   　 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 案 （ 令 和 ７ 年 第 ８ 号 ） の 意 見 聴 取 に

    対 し 、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て

    　 【 報 告 第 ３ 号 】

    　 令 和 ７ 年 度 秋 田 県 農 業 委 員 会 大 会 に お け る 政 策 提 案 に つ い て

 ５ .　閉　　　会  
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 審 議 内 容 　 只 今 か ら 、 令 和 ７ 年 第 ９ 回 大 潟 村 農 業 委 員 会 定 例 総 会 を 開 催  

    局 　 　 　 長 致 し ま す 。

   　 本 日 、 １ ０ 番 松 橋 委 員 よ り 欠 席 の 届 出 が あ り ま し た の で 、 ご 報 告

  い た し ま す 。 出 席 委 員 は １ ３ 名 中 １ ２ 名 で 、 定 足 数 に 達 し て お り ま

  す の で 総 会 は 成 立 し て お り ま す 。

  

   会 　 　 　 長 　 昨 夜 か ら 豪 雨 と な り 大 潟 村 は 100ミ リ の 雨 量 で 、 五 城 目 町 や 仙

   北 市 桧 木 内 川 で は 氾 濫 の 恐 れ な ど の ニ ュ ー ス が 流 れ て お り ま し

   た 。 米 価 が 昨 年 以 上 に 高 騰 し て 喜 ん で い る 中 で の 被 害 は 非 常 に

   心 苦 し い と こ ろ で あ り ま す 。 村 内 は 今 の と こ ろ 被 害 等 は 聞 こ え て お

   り ま せ ん 。 今 週 中 に は 稲 刈 り が は じ ま る よ う で す 。 怪 我 の な い よ う

   進 め て い っ て も ら い た い と 思 い ま す 。 現 委 員 で の 委 員 会 は 今 回 と

    来 月 の ２ 回 と な り ま し た 。 心 引 き 締 め て ま い り た い と 思 い ま す 。

    　 業 務 報 告 に 移 り た い と 思 い ま す 。

   　 ８ 月 １ ８ 日 役 場 に 於 い て 、 第 １ 回 新 米 祭 り 実 行 委 員 会 が 行 わ れ

    今 年 は １ ０ 月 １ １ 日 と い う こ と で 、 １ 週 遅 く な り ま し た 。

   　 ８ 月 ２ ８ 日 秋 田 地 方 総 合 庁 舎 に 於 い て 、 大 潟 村 方 上 地 区 利 活

   用 検 討 委 員 会 が 行 わ れ て お り ま す 。 方 上 地 区 の 未 利 用 地 に つ い

   て の 検 討 委 員 会 で 、 農 林 水 産 部 次 長 を は じ め 、 県 職 員 の 方 々 ・ 有

   識 者 の 方 々 、 村 か ら は 産 業 振 興 課 長 ・ 教 育 委 員 会 次 長 ・ 土 地 改

   良 区 理 事 長 ・ 私 と で 今 後 の 進 め 方 に つ い て 話 し 合 わ れ て お り ま

   す 。 会 議 で は イ ト ク ズ モ ・ チ ュ ウ ヒ の 状 況 な ど の 説 明 が あ り 、 周 り が

   開 墾 さ れ て き て い る の で 生 息 地 域 は 狭 ま っ て き て い る よ う で 今 後

   ど の よ う に し て い く か 検 討 し て お り ま す 。 こ の 後 １ １ 月 以 降 に ２ 回

   目 の 検 討 委 員 会 が 行 わ れ ま す が 、 新 会 長 に 引 き 継 い で 参 り た い と

    思 い ま す 。

  　 以 上 で す 。

  

    会 　 　 　 長 　 議 案 審 議 に 入 る 前 に 、 議 事 録 署 名 委 員 を こ ち ら よ り 指 名 さ せ て

    い た だ き ま す 。

  　 【 議 事 録 署 名 委 員 】   

 　 11番  佐 　 藤 　 友 　 能  委 員 　 12番  土 　 井 　 博 　 文  委 員  

  

   会 　 　 　 長 　 議 案 第 ４ ４ 号 「 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 農 地 の 所 有 権 移 転 許

   可 申 請 に 対 し 、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て 」 上 程 い た し ま す 。 事 務

  局 よ り 説 明 い た し ま す 。
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    局 　 　 　 長 　 議 案 第 ４ ４ 号 は 贈 与 の 為 の 所 有 権 移 転 で す 。

    　 （ 議 案 第 ４ ４ 号 に つ い て 、 議 案 書 及 び 調 査 書 の 朗 読 ）

   　 本 案 件 は 、 農 地 法 第 ３ 条 第 ２ 項 各 号 に は 該 当 し な い た め 許 可

  要 件 の 全 て を 満 た し て い る と 考 え ま す 。

  

  会 　 　 　 長   事 務 局 説 明 に 対 し 、 発 言 の あ る 方 は 挙 手 願 い ま す 。

  

  　 休 　 　 憩 　 １ ： ３ ４ 　 　 　 　 　 　 再 　 　 開 　 １ ： ３ ６

  

 小林職務代理 　 個 人 の 名 義 に し て 農 地 適 格 法 人 に 貸 借 す る と 言 う こ と で す か 。  

  

   局 　 　 　 長 　 本 来 は 対 象 農 地 は 許 可 後 自 ら 耕 作 し な け れ ば な ら な い と さ れ て

   お り ま す が 、 譲 受 人 の 状 況 は 現 在 農 地 適 格 法 人 が 経 営 を 行 っ て

   お り 、 そ ち ら の 構 成 員 及 び 代 表 と な っ て お り ま す 。 贈 与 を 受 け る 方

   が 構 成 員 で 有 り 、 取 得 後 農 地 適 格 法 人 へ 貸 借 を し て 適 切 に 農 地

   を 利 用 す る の で あ れ ば 農 地 法 の 例 外 措 置 と し て 認 め ら れ る と な っ

  て お り ま す 。

  

 猪 股 委 員  　 数 年 後 こ ち ら の 農 地 を 農 地 適 格 法 人 に 所 有 権 移 転 す る こ と も  

  可 能 で す か 。

  

  局 　 　 　 長 　 農 地 適 格 法 人 で あ れ ば 可 能 で す 。

  

  会 　 　 　 長 　 他 に ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。

  

  委 員 各 位   な し 。

  

    会 　 　 　 長   ご 意 見 が な い よ う で す の で 、 採 決 に 入 り ま す 。

  　 議 案 第 ４ ４ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

    し ま し た 。                                              
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   会 　 　 　 長   議 案 第 ４ ５ 号 「 農 地 法 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 農 地 の 使 用 貸 借 権 設

   定 並 び に 転 用 許 可 申 請 に 対 し 、 県 知 事 へ 進 達 の た め 意 見 を 求 め

  る 件 に つ い て 」 上 程 い た し ま す 。 事 務 局 よ り 説 明 い た し ま す 。

  

   局 　 　 　 長 　 議 案 第 ４ ５ 号 は パ イ プ ラ イ ン 敷 設 に 伴 う 残 土 置 場 と し て の 転 用

    で あ り ま す 。

    　 （ 議 案 第 ４ ５ 号 に つ い て 、 議 案 書 の 朗 読 ）

   　 周 辺 農 地 に 係 る 営 農 条 件 へ の 支 障 は な い も の と 思 わ れ ま し た 。

   ま た 、 許 可 の 検 討 事 項 に つ き ま し て も 特 に 問 題 は な く 許 可 相 当 と

  思 わ れ ま す 。

  

 工 藤 委 員  　 残 土 は 貸 人 の 場 所 に 一 時 的 に 置 か れ る と 言 う こ と で す が 、 隣 の  

  農 地 へ パ イ プ ラ イ ン を 入 れ る 為 の 残 土 で す か 。

  

   局 　 　 　 長 　 パ イ プ ラ イ ン は 、 隣 の 農 地 の 横 の 土 地 改 良 区 用 地 に 入 れ る そ う

  で す 。

  

 猪 股 委 員  　 ど う し て も 土 地 改 良 区 の 土 地 だ け で は 収 ま り き ら な い 為 一 時 的  

  に 置 か せ て も ら う も の で す 。

  

  会 　 　 　 長 　 他 に ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。

  

 小林職務代理  　 こ の パ イ プ ラ イ ン 設 置 は 国 営 事 業 で は な く 土 地 改 良 区 の 事 業 で  

  す か 。

  

 猪 股 委 員 　 県 営 の 事 業 で す 。  

  

  　 休 　 　 憩 　 １ ： ４ ５ 　 　 　 　 　 　 再 　 　 開 　 １ ： ４ ６

  

  会 　 　 　 長 　 他 に ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。

  

  委 員 各 位   な し 。

  

    会 　 　 　 長   ご 意 見 が な い よ う で す の で 、 採 決 に 入 り ま す 。

  　 議 案 第 ４ ５ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。
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  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。                                              

  

   会 　 　 　 長   議 案 第 ４ ６ 号 「 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 案 （ 令 和 ７ 年 第 ８ 号

   ） の 意 見 聴 取 に 対 し 、 意 見 を 求 め る 件 に つ い て 」 上 程 い た し ま す 。

  事 務 局 よ り 説 明 い た し ま す 。

  

   局 　 　 　 長 　 本 案 件 は 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 (平 成 ２ ５ 年 法

  律 第 １ ０ １ 号 ） 第 １ ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 村 長 よ り 農 業 委 員  

   会 に 対 し 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 （ 案 ） の 適 否 に つ い て の 意

    見 を 求 め ら れ た も の で す 。

   　 詳 細 に つ い て は 担 当 で あ る 産 業 振 興 課 の 方 か ら 説 明 い た し ま

  す 。

  

   小林課長補佐 　 整 理 番 号 ７ － 122離 農 に よ り 、 畑 １ 筆 1,186㎡ 、 対 価 総 額 4,500,0

    00円 の 所 有 権 移 転 。

   　 整 理 番 号 ７ － 123畑 １ 筆 1,186㎡ 、 対 価 総 額 4,560,000円 の 所 有

    権 移 転 。

   　 整 理 番 号 ７ － 124耕 作 不 便 に よ り 、 田 ２ 筆 10,226㎡ 、 対 価 総 額 5

    ,317 ,520円 の 所 有 権 移 転 。

   　 整 理 番 号 ７ － 125田 ２ 筆 10,226㎡ 、 対 価 10a 16 ,000円 、 期 間 ４

  年 間 の 賃 貸 借 権 設 定 で す 。

  

  会 　 　 　 長 　 事 務 局 説 明 に 対 し 、 発 言 の あ る 方 は 挙 手 願 い ま す 。   

  

 小林職務代理  　 整 理 番 号 ７ － 123・ 124で す が 、 中 間 管 理 機 構 仲 介 の 売 買 金 額  

  が 譲 渡 人 譲 受 人 で は 異 な る の は な ぜ で す か 。

  

   小林課長補佐 　 譲 受 人 の 金 額 は １ ％ ＋ 15,000円 の 手 数 料 込 み の 金 額 と な っ て

  お り な ま す 。

  

   会 　 　 　 長 　 他 に ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。
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  委 員 各 位   な し 。

  

    会 　 　 　 長   ご 意 見 が な い よ う で す の で 、 採 決 に 入 り ま す 。

  　 議 案 第 ４ ６ 号 の 原 案 に 賛 成 の 委 員 の 挙 手 を お 願 い し ま す 。

  

  委 員 各 位 　 全 員 ・ 挙 手  

  

   会 　 　 　 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 満 場 一 致 で 、 原 案 ど お り 可 決 決 定 い た

  し ま し た 。                                              

  

   会 　 　 　 長   報 告 第 ３ 号 「 令 和 ７ 年 度 秋 田 県 農 業 委 員 会 大 会 に お け る 政 策

  提 案 に つ い て 」 事 務 局 よ り 報 告 願 い ま す 。 　

  

   局 　 　 　 長 　 報 告 第 ３ 号 令 和 ７ 年 度 秋 田 県 農 業 委 員 会 大 会 に お け る 政 策 提

   案 で す が 、 前 回 全 員 協 議 会 で 審 議 し て い た だ い て 意 見 が あ り ま し

  た が 、 提 出 者 と 相 談 し た 結 果 、 変 更 す る 事 な く 提 出 さ せ て い た だ

  い て お り ま す 。

  

 会 　 　 　 長 　 今 日 の 議 案 審 議 は 以 上 で す 。

  あ り が と う ご ざ い ま し た 。


